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一般財団法人愛知県建築住宅センター 

現金取得者向け新築対象住宅証明料金規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、別に定める「一般財団法人愛知県建築住宅センター手数料に関する規程」第１

０条に基づき、すまい給付金制度における現金取得者向け新築対象住宅証明料金について必要な事

項を定める。 

 

（証明業務料金） 

第２条 「一般財団法人愛知県建築住宅センター（以下「センター」という。）現金取得者向け新築対

象住宅証明業務要領」第１０条に規定する証明業務の申請料金（以下「料金」という。）は、１件に

つき、次に掲げる額とする。 

 

一 住宅の料金は、下記による。 

単位：円 

証明基準 区    分 料金 

省エネル
ギー性 

断熱等性能等級の
等級４以上 

標準料金 22,000 

設計住宅性能評価書等を取得している住宅 5,500 

住宅型式性能認定を取得している住宅 16,500 

型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅 11,000 

一次エネルギー消
費量等級４以上 

標準料金 24,750 

設計住宅性能評価書等を取得している住宅 8,250 

耐久性 
・ 

可変性 

劣化対策等級３
で、かつ、維持管
理対策等級２以上 

標準料金 22,000 

設計住宅性能評価書等を取得している住宅 5,500 

型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅 16,500 

耐震性 
耐震等級の等級２

以上 

標準料金 33,000 

設計住宅性能評価書等を取得している住宅 5,500 

型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅 16,500 

バリアフ
リー性 

高齢者等配慮対策
等級３以上 

標準料金 22,000 

設計住宅性能評価書等を取得している住宅 5,500 

※ 店舗等併用住宅は、住宅部分の床面積が非住宅部分（店舗・事務所等）の床面積以上の場合

に限る。 

※ 地下車庫等構造計算が必要な場合（躯体が木造で地下車庫がＲＣ造の建物で構造計算が２種

類必要なもの）は、１件22,000円を加算する。 

※ 「設計住宅性能評価書等」とは、センターが発行した次の各号のいずれかに該当する書類で、

証明基準に適合しているものをいう。ただし、当該申請に係る評価方法と異なる場合を除く。 

① 設計住宅性能評価書 

② 長期使用構造等である旨の確認書 

③ 住宅性能証明書 

④ ＢＥＬＳ評価書 

⑤ 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証 
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⑥ 性能向上計画認定技術的審査又は認定表示に係る技術的審査適合証 

⑦ フラット３５設計検査に関する通知書 

 

二 計画の変更に係る料金は、下記による。 

単位：円 

種 別 変更項目 料金 

・当初の申請を変更する場合 
・当初の申請を取下げ、改めて申請
する場合 

耐震性 9,900 

上記以外 6,600 

※ 上記の料金は、センターが当初の審査をしたものに限る。 

 

２ 共同住宅等の料金は、証明基準の種類、建築物の延床面積等を勘案して、別途見積りとする。 

３ 証明基準が耐震性の場合、免震建築物又は限界耐力計算等の特別な計算方法による場合の料金は、

別途見積りとする。 

 

（再発行に係る料金） 

第３条 証明書の再発行に係る料金は、１通につき2,200円とする。 

 

（料金の減額） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する申請は、第２条の料金を減額できるものとする。 

一 30 日以内に 10 件以上の審査の依頼が見込めると認められるときで、審査が効率的に実施で

きると認められるとき。 

二 住宅設計がほぼ同一仕様である申請が一定数以上あり、審査が効率的に実施できると認めら

れるとき。 

三 その他審査が効率的に実施できると認められるとき。 

 

（その他） 

第５条 第２条から第４条までに該当しない場合は、別途センターと協議して定める料金とする。 

 

 

（附則） 

この規程は、平成２５年１２月 １日から施行する。 

この規程は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２８年１０月 １日から施行する。 

この規程は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ４年 ６月２０日から施行する。 

この規程は、令和 ４年１０月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

 


